
２号様式 

学 則 

１ 研 修 の 目 的 

高齢者・障がい者福祉サービスの中核となる介護員の養成を図り、超高齢化社会 

への一助とすることを目的とし、理念とする。 

２ 研 修 の 名 称 ： サンビック介護員養成研修 

３ 研 修 の 要 旨 

研 修 

課 程 

事業所の 

所在地 

研修 

形態 

修業 

年限 

研修 

期間 

定 員 

（人） 

授業料 

（円） 

受講対象者 

２級 札幌市 昼間 ８月 ３月 ２０ 10,500 
（自己負担金） 

ハローワークにて 

受講勧奨通知を受 

けた者 

２級 夕張市 昼間 ８月 ３月 ３０ 7,400 
（自己負担金） 

ハローワークにて 

受講勧奨通知を受 

けた者 

２級 小樽市 昼間 ８月 ３月 ３０ 7,100 
（自己負担金） 

ハローワークにて 

受講勧奨通知を受 

けた者 

２級 石狩市 昼間 ８月 ３月 ３０ 7,100 
（自己負担金） 

ハローワークにて 

受講勧奨通知を受 

けた者 

２級 江別市 昼間 ８月 ３月 ３０ 7,100 
（自己負担金） 

ハローワークにて 

受講勧奨通知を受 

けた者 

２級 札幌市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 余市町 通信 ６月 ２月 ４０ 59,800 高校生及び一般 

２級 函館市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 旭川市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 深川市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 帯広市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 滝川市 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

２級 釧路町 通信 ６月 ２月 ２０ 59,800 一 般 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ８月 198,000 無資格者で実務 

経験 1 年未満の者 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ７月 162,500 無資格者で実務 

経験 1 年以上の者 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ６月 135,000 
2 級課程修了者で 

実務経験 1 年未満 

の者 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ３月 75,800 
2 級課程修了者で 

実務経験 1 年以上 

の者 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ３月 96,000 
１級課程修了者で 

実務経験 1 年未満 

の者 

介護職員基礎研修 札幌市 通信 ３年 ２月 

１０ 

39,800 
１級課程修了者で 

実務経験 1 年以上 

の者



４ 受 講 手 続 

（１）募集時期 

開講日の２月前から募集し、10 日前に締め切る。 

（２）受講料納入方法 

申込後、指定の期日までに金融機関に振込むか現金を持参すること。なお、 

研修の開始までに受講料が入金されないときは、受講を断る場合がある。 

（３）受講料返還方法 

受講前については、当社の都合により研修を中止した場合に限り、受講料を返還 

する。 

研修開始後は、理由の如何を問わず、受講料は一切返還しない。 

５ カリキュラム ： 別紙のとおりとする。 

６ 研 修 の 免 除 

別紙のとおりとする。ただし、受講者から所定の免除申請があった場合に限る。 

免除申請は、サービス事業所長の証明等による実務経験証明書、及び介護員研修 

修了証明書等の提出により行うものとする。 

７ 主要テキスト 

（１）２級課程 

研修形態：通信 

「訪問介護員(ホームヘルパー）養成研修テキストブック 2 級課程」 

ミネルヴァ書房 発行 

研修形態：昼間 

「ホームヘルパー講習 2 級課程テキスト」 

日本医療企画 発行 

（２）介護職員基礎研修課程 

「介護職員基礎研修課程テキスト」 

日本医療企画 発行 

８ 修 了 認 定 

（１）出欠の確認方法 

各教科の開始前に出欠確認を行う。出欠は出席簿により管理する。 

（２）成績の評定方法 

①２級課程 

講義・演習・実習については、成績の評価は行わない。通信課題については、 
A（80 点以上）、B（70 点～79 点）、C（60 点～69 点）及び D（60 点未満）の 
4 段階とし、C 以上を合格点とする。 

②介護職員基礎研修課程 

「基礎理解とその展開」の、科目ごとの通信課題を回収し添削、返却する。課 

題は、A（80 点以上）、B（70 点～79 点） 、C（60 点～69 点）及び D（60 点未



満）の 4 段階とし、C 以上を合格点とする。合格点に満たない場合は、必要に 

応じてレポート、補講を追加し、再評価する。 

面接・演習については、科目の終了時に筆記試験、口答試験、実技試験のうち、 

その科目に適した方法で実施し、担当講師が評定する（シラバス参照）。 

実習については、実習記録に基づき、各科目ごとに定める「経験目標」につい 

て、経験したかどうかを確認する。 

（３）修了の認定方法 

演習・実習については、研修教科の全てに出席しなければならない。但し、欠 

席した教科については、当社の指定する他の講座を受講することにより、出席 

したものとして扱う。講義（2 級課程）、「基礎理解とその展開」（介護職員基礎 

研修課程）については、研修教科の課題に合格しなければならない。但し、不 

合格の評定を受けた者は、所定の課題により、再試験に合格しなければならな 

い。 

（４）修了証明書 

修了が認定された者には、別紙の修了証明書を交付する。 

９ 補講の取扱い 

やむを得ず欠席した教科については、補講を実施する。なお、補講の受講料は 

無料とし、上限時間数は特に定めない。ただし、正当な理由なく出席が常でな 

い者については、 「学則 10 退学規定」に則り、補習は行わない。 

１０ 退 学 規 定 

（１）受講者が退学しようとするときは所定の退学届けを提出すること。 

（２）受講者が当社の定める諸規定を守らず、又は受講者の本分にもとる次の行為の 

あったときは、退学を命ずることがある。 

ア 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。 

イ 学力劣等で修了の見込みがないと認められるとき。 

ウ 正当な理由がなくして出席が常でない者。 

エ 研修の秩序を乱している者。 

１１ 講 師 

別紙（添付３号様式）に記載のとおりとする。 

１２ 実 習 施 設 

別紙（添付５号様式）に記載のとおりとする。 

（その他） 

１３ 欠席者の取り扱い 

理由の如何にかかわらず、遅刻した場合は、該当科目を欠席とする。 

なお公共交通機関等の遅延で、１５分以内の遅刻の場合は、遅延証明の



提出によって、受講を許可する場合がある。また、やむを得ず欠席する 

場合は、必ず「欠席届」を提出する。 

１４ 修了者管理の方法 

（１）修了者は「修了者台帳」に記載し、北海道で指定された様式に基づき知 

事に報告する。 

（２）修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発 

行を行うことができる。その際の手数料・用紙代として、一通２ 

１００円（税込）を徴収する。その他、受講期間証明等の各種証 

明にかかる手数料は１通につき、５２５円（税込）とする。手数 

料納入方法は、郵便振込・窓口・切手のいずれかで行うものとす 

る。 

１５ 施行細則 

この学則に必要な細則ならびにこの学則に定めない事項で必要 

があると認められるときは、当社が別にこれを定める。 

１６ 附 則 

この学則は平成２０年１０月１０日から施行する。 

この学則は平成２２年１月１８日付で変更し施行する。 

この学則は平成２２年１１月１７日付で変更し施行する。


